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　各地区の意見交換会では、清水琢三会長のあい
さつに続いて、整備局等から管内の事業概要の説
明があり、それを受けて技術、施工、契約の各委
員長が要望などを申し入れました。清水会長は、
羽田空港などの地盤改良工事における協会側の再
発防止策と技術の信頼確保のための取り組みを表
明した上で、若手技術者の不足、高齢化といった
課題を克服するために生産性向上と工事の安全確
保への決意を述べました。
　3委員会の主な要望は次の通りです。
【技術委員会】
①施工技術の ICT 化、プレキャスト化を標準工
　法とする
②適正と判断された技術の現地実証試験を経た
　適用
【施工委員会】
①休日の確実な取得のための適正な工期設定
②生産性向上のための施工現場での取り組み実績
　の活用
③作業船保有のための事業量確保と中長期的事業
　計画の開示
④受発注者一体の安全管理レベルの向上・推進
【契約委員会】
①見積活用方式のさらなる活用促進
②技術提案の負担軽減
　
　技術委員会は「ナローマルチビーム測深」などの
技術の標準化を求め、整備局等からは国交省本省
において ICT化導入検討委員会で 3次元データ使
用の基準整備を実施する方針を定めており、その
進ちょくを見ながら対応する考えが示されました。
プレキャスト化に前向きな意向を表明した事例と
して、伏木富山港岸壁工事などいくつかの事例紹
介がありました。また、「港湾技術パイロット事業」
に積極的に推薦したい考えが示されました。
　施工委員会は、休日に関して、▽工期設定根拠
の明確化▽荒天、漁期などを踏まえた適切な発注
時期の設定▽当初設計以上の荒天への対応▽工期
延伸に対する柔軟な対応―を課題に位置付けまし
た。整備局等は、課題を解決するために任意着手
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制度や、休日確保方針提案型、荒天リスク精算型
などの試行工事の検証を進める考えを示しました。
さらに「担い手確保は喫緊の課題」との発言が整備
局等からあり、有意義な意見交換となりました。
また、受発注者合同のパトロールを行うことも双
方で確認しました。広報活動を積極的に行う方針
も協会から表明しました。
　契約委員会は、積算基準の適用が困難な歩掛かり
や損料、安全監視船費用などの実態把握を求め、整
備局等からは実態を反映した積算に努めるとの回答
がありました。安全監視船の単価を全国規模で調査
するという説明も行われました。
　本年度の意見交換会は、官民の相互理解が一層
深まり、有意義な成果がありました。今後は▽各
社保有技術の普及▽担い手確保・育成と生産性向
上の取り組み▽安全確保に向けた官民合同の対応
▽各種モデル工事のレビュー▽単価の適正化と技
術提案の負担軽減▽契約制度の幅広い検討▽作業
船保有問題―などを課題と捉え、関係機関とフォ
ローアップに努める所存です。

　当協会は、国土交通省地方整備局等との「平成 28 年度意見交換会」を平成 28 年 9 月から 11
月にかけて全国 10 カ所で実施しました。会員企業が直面する課題を説明しながら、施工技術の
ICT 化やプレキャスト化の標準工法としての採用、休日の確実な取得、見積活用方式の積極的
な導入など、担い手の確保・育成や生産性向上のための方策を議論しました。意見交換を踏まえ、
当協会としては、各社保有技術の普及に向けたパイロット事業への採用の働きかけ、モデル工
事の検証、単価の実態把握などに取り組んで参ります。

　前回は、違法行為・不祥事が企業経営に大きな
打撃を与えるとともに、役員・社員個人にも莫大
な損害賠償が課される可能性があるということに
ついて紹介しました。では違法行為・不祥事を起
こさないためにはどうしたらよいでしょうか。

　経営者・経営幹部は、「コンプライアンス経営」
が結果として企業の利益になるということをよ
く認識し、それを社内・社外に宣言することです。
折に触れ役員・社員に訓辞するほか、役職員が
順守すべき基本的な方針を企業行動指針または
倫理綱領として定め、全役職員に周知徹底を図
ります。
　そしてコンプライアンスに責任を持つ組織の整
備、社員研修の実施、コンプライアンスマニュア
ルの作成とその浸透、相談窓口・内部通報窓口の
設置など、経営者の具体的な行動で「コンプライ
アンス経営の宣言」が口先だけでなく本気である
ことを示す必要があります。

　コンプライアンスを全社に浸透させるため、コ
ンプライアンスに責任を持つ組織を社の中枢に設
置し、この組織が中心となって、企業行動指針な
どの策定、コンプライアンスマニュアルの作成、
社員研修の実施等具体的なコンプライアンス対策
を実施します。
　コンプライアンスマニュアルは具体的なもので
なければなりません。各部門で業務を行う上で直
面するであろう具体的な場面を想定し、とっては
いけない行動ととるべき行動をわかりやすく記載
します。
　社員研修の実施も重要な事項です。毎年継続的
に行うよう定期的な研修として構築することが望
ましいでしょう。経営者層・担当者層などの階層

別研修や総務・経理・工事など専門分野別研修も
考えられます。
　また相談窓口や内部通報窓口の設置も重要で
す。有効な内部通報制度を整備することにより企
業内の違法行為の抑制効果が期待できますし、違
法行為を早期に発見できれば早期に是正策を講ず
ることもできます。

　最後に不祥事が起きたときの対応も日頃から考
えておく必要があります。あらかじめ、リスク管
理の基本方針とマニュアルを定め、リスク管理を
統括する部門を設けておきましょう。
　不祥事が発生したときは、「謝罪」「調査」「原
因究明」「改善措置」などに迅速かつ誠実に対応す
ることが重要です。「隠蔽」は最大の企業リスク
です。隠蔽により損害が拡大するだけでなく、追
求が止まらなくなる「火だるま状態」となり、社会
的制裁は倍増します。これを避けるためには、適
時に公表することが重要です。

　次回からは不祥事を起こさないための「適正な
元下関係」や「適正な現場施工」などについて説明
します。
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